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5 行政課
町内会議所建設費
補助事業

　地域コミュニティの活動拠点である町
内会議所の新築、増築、改築などに対
し、補助金を交付することで、住民の連
帯感、共同意識の醸成及び発展を図りま
す。

　毎年新築、改修の希望調査を全
行政区に対し行い、町内などの要
望を把握し、計画的に補助金を交
付します。

継続

会議所は地域の活動拠点として非常に
重要であり、老朽化が進む施設も多
く、今後も建替えや改修の要望は増え
ると考えられる。本補助事業の活用に
より住民の負担は軽減され、計画的な
整備が図られており、安全・安心な地
域活動のため、事業の継続は不可欠と
なっている。

一部改善
事業の継続は不可欠であるが、
「会議所建設費補助金交付要綱」
の随時見直しが必要と思われる。

少子高齢化や人口減少に伴い、会議所の老
朽化による行政区等の費用負担もますます
深刻化していくことも想定される中、行政
区の見直しなどにより会議所の取扱い等も
変化してくることが予想されることから、
安全・安心な地域活動が継続できるよう、
要綱の見直しについて柔軟に対応してまい
ります。

32 事務管理課 行政評価事業

個々の事業について、一定の基準をもっ
て評価し、その結果を改革・改善につな
げ、より効率的な行政運営を目指し、市
民サービスの向上を図ります。

各事業の対象、手段、意図、投入
コストについて、妥当性、有効
性、効率性、公平性の４つの観点
から評価し、事業の課題や今後の
方針を示します。

一部改善

今年度の事後評価は、評価対象事業の
見直しを行い、事業費の大小や事業内
容にかかわらず全ての総合計画実施事
業を評価対象とする改善を行いまし
た。来年度以降については、本事務が
総合計画の進行管理として更なる機能
向上となるよう、企画調整課での実施
を予定しています。

一部改善

総合計画に基づく各事業を推進す
るうえで、その事後評価手法とし
て重要な位置づけであり、総合計
画との連携強化に向け来年度以降
は企画調整課での実施を予定して
います。引続き、評価を行う各所
属への事務の負担軽減等を含め、
効率的な実施に向け調査研究を進
めます。

　事務事業《事前》評価の検討プロセスに
ついては、総合計画ローリングの新規事業
を検討するプロセスと同様な部分が多くあ
り、以前から事務の重複ではないかとの意
見もあったことから、《事前》評価は令和
３年度から実施しないこととする。事務事
業《事後》評価については、令和3年度か
ら評価対象事務事業を事業費の大小等にか
かわらず全ての総合計画実施計画事業とす
る改善を行った。また、より有効な行政評
価としていくため、総合計画策定及び進行
管理を所管する企画調整課において本事業
を行えるよう調整を図ります。

39 広報課
広報活動の充実事
業

行政情報を分かりやすく速やかに提供
し、市民と行政との情報共有に努めると
ともに、市民の意見聴取の機会を充実し
ます。

　市民に親しまれる広報紙づくり
と誰もが閲覧しやすいホームペー
ジづくりに努めるとともに、ＳＮ
Ｓを有効活用し、行政情報を分か
りやすく発信します。また、メー
ルや懇談会の開催などにより市民
の声の聴取を行い、市民ニーズの
把握に努めます。

一部改善

広報紙、ホームページやSNSを通じ市
政情報を発信している。有事における
情報発信の速報性を踏まえ、迅速な対
応が可能となる体制構築に努めていま
す。協働・共生のまちづくりに向け、
広聴のあり方を一部見直し、コロナ禍
に則した事業実施の検討を行い広報事
業並びに広聴事業の充実を図るもの。

一部改善

コロナ禍を経験し、広報事業では
外国籍住民など伝えるべき人に適
切な方法で情報発信することの難
しさを再認識し、また広聴事業で
は従来の方法に加えデジタル技術
の活用と、多様な分野の皆さんの
意見集約の必要性を実感したた
め、事業の一部見直しが必要であ
ると考えます。

左記の内容のとおり

41 財政課
財政状況等作成公
表事務

計画的な予算編成と効率的で効果的な事
業の執行に取り組みつつ、財政状況など
を公表することにより、透明で健全な財
政運営に努めるとともに、財政に対する
市民の関心度を高め、説明責任を果たし
ます。

市広報紙やホームページにより、
予算・決算の概要や年度の執行状
況、財務諸表、予算編成方針など
を積極的に分かりやすく公表しま
す。

一部改善

予算をいかに配分しどう使ったのか、
市の資産、負債はどのくらいあるのか
など、市民の高い関心に応えられるよ
う、財務書類に経年増減比較や指標等
を用いた分析を加えるなど公表内容の
充実を図りました。引き続き財務書類
関連に固定資産台帳の公表を加えるな
ど一部改善を図ります。

一部改善

自治体にとって財務諸表類に加え
て固定資産台帳の公表について
は、これまで形成されたストック
としての資産の状況を把握し、分
析が可能になるとともに、市民を
はじめ市債引受者からの信用度合
いを増すことにもつながります。
一部改善を評価します。

現在公表している財務書類４表に、R3年度
から固定資産台帳の公表を加えます。

72 環境保全課
空家等対策推進事
業

老朽化や不適切な管理により周辺の生活
環境を著しく悪化させている空家等を減
少させるとともに、新たな空家等を増や
さない対策を推進し、生活環境や住環境
を保全します。

空家等の適切な管理の推進、周辺
住民や所有者からの空家等に関す
る苦情や相談の対応について、本
市の空家等対策計画に基づいた施
策を実施します。特定空家等の認
定を行い、所有者などに対し指導
や助言、命令などの措置を講じま
す。

一部改善
空き家利活用等に係る支援制度の充実
に当たり、制度の見直しを図り、令和
4年度の施行を目指すこと。

一部改善
管理不全な空き家の減少を図るた
め、より効果的・効率的な事業と
なるよう検討すること。

空き家利活用等に係る支援制度の充実に当
たり、より効果的な事業となるよう要綱等
の整備を進めます。

令和３年度　事務事業《事後》評価　改善事業一覧表

1 / 3 ページ



評価
No

担当課
Ｒ３年度

事務事業評価
対象事業名

実施目的 具体的方法
一次
評価

一次評価コメント
二次
評価

２次評価コメント 改善策

令和３年度　事務事業《事後》評価　改善事業一覧表

140 障害福祉課
医療的ケア支援事
業

　看護師などを配置していない学校や事
業所などで、障害者などに対して実施す
る医療的ケアを提供することにより福祉
の増進を図ります。

訪問看護事業者が、主治医の指示
に基づいて、派遣先の施設などで
導尿、たんの吸引、経管栄養など
比較的短時間、かつ、定時の対応
で提供できる処置を行います。

一部改善

法定サービスの報酬改定において、医
療的ケア児者の地域における受け入れ
が体制が進んでいる現状に合わせて地
域生活支援事業等においても受け入れ
体制を十分に図れるよう学校以外の施
設や事業での利用や訪問以外での支援
提供について検討する必要があると考
えている。

一部改善

医療的ケア児に関する支援体制が
整備されてきている現状を踏ま
え、今後求められるニーズに合っ
た事業内容についての検討が必要
である。

教育委員会にて医療的ケア児に対する支援
が徐々に進んできている。さらに医療的ケ
アに関する法律において、保育所等におい
ても支援に必要な措置を講ずることとする
ように保育体制の拡充にむけた動きがみら
れているため、当初から想定した利用につ
いては減少していくと思われる。その一方
で福祉サービス施設での医療的ケア児者の
受入体制を強化する政策がすすんでいる。
今後は、医療的ケアの公費負担が認められ
ない福祉サービス施設（地域生活支援事
業）での市独自の医療的ケア支援について
検討をする必要がある。

175 商工労働課
消費生活センター
機能強化事業

　市民の消費生活に関する相談や苦情を
広く受け付け、市民生活の安定と向上を
図ります。

　ライフステージや環境・状況に
応じた出前講座や講演会、イベン
ト等を開催するとともに、市広報
や市ホームページ、啓発資料によ
る情報提供を行います。また、消
費生活に関する資料の展示・貸出
しを行い、学習機会の提供を行い
ます。

一部改善

消費者、特に判断力の乏しい高齢者や
経験の浅い若者たちが、被害にあわな
いように引き続き啓発を強化する必要
がある。消費者保護のため消費生活セ
ンターを強化する必要がある。

一部改善

特に消費者弱者に対して消費者被
害を未然に防ぐため、消費生活セ
ンターの機能強化が必要であり、
引き続き注意喚起等が必要であ
る。

高齢者については、今まで通りイベントや
講座等で啓発をより強化する。
成年年齢引き下げを見据え、小学生や中学
生、高校生への消費者教育も動画の配信や
出前講座、出前授業等で教育機関と連携し
ながら注意喚起、啓発を強化する。

176 商工労働課 消費生活相談事業

　消費者の利益を守り、消費生活の安定
と向上を図るため、消費生活に関する苦
情や問合せに対し、助言やあっせんを行
い、被害の未然防止と被害回復を図りま
す。

　高度情報化に伴い多様化・複雑
化した消費者トラブルに適切に対
応するため、職員の能力向上を図
ります。また、高齢者などの消費
者に対し、県や関係機関・関係課
との連携を図ります。

一部改善

消費者トラブルは複雑化・多様化して
おり、誰もが被害にあう可能性があ
る。判断力の乏しい高齢者や障がい者
等が被害にあうケースが後を絶たな
い。消費者への被害の未然防止と損害
救済の相談に対応するため、相談体制
の充実と相談員の実務技能の向上が必
要である。

一部改善

誰もが消費者被害にあう可能性が
あり、特に消費者弱者が被害にあ
う場合が多く見られる。消費者の
被害防止と被害回復のため、相談
体制の充実が必要であり、多様化
する消費者トラブルに対応するた
め相談員の実務技能の向上が必要
である。

各種研修会等に積極的に参加し、相談スキ
ルの向上に努め、ＩＴの普及等によりさら
に複雑化・多様化した消費者トラブルにも
専門的知見に基づき適切・迅速な対処を行
う。
高齢者センターや民生委員等、市内の金融
機関等と連携し、トラブルにあっていても
相談できない、トラブルに気づいていない
方々を相談へつなげる。

192 農政課
農業体験・交流事
業

　本市と長岡市の児童が、恵みへの感
謝、収穫の喜びなど、食と農の大切さを
体験・学習するとともに、市民交流・世
代間交流を図ります。

　小学４年生から６年生までの新
潟県長岡市寺泊地域の児童と伊勢
崎市内の児童に農業体験（野菜収
穫体験）と交流の場を提供しま
す。

一部改善

農業体験を通じ農業をより身近に感じ
る機会を創出する事業であり、地元農
業の関心を図れる必要な事業である
が、関係機関と調整のうえ、子供たち
が安心安全に取り組めることが必要と
思われる。

一部改善

本事業における体験や学びの効果
を再検証し本市並びに長岡市の児
童にとって、よりよい事業へ変化
させる必要があると思われる。

都市間を越えた宿泊を伴う事業であるため
安全性を考えると、市内の小学生を対象と
した日帰り事業に変更した上で、地元農産
物への関心が向上できる事業変更としてい
きたい。

207 道路維持課 道路管理事業

　市道の老朽化による事故を未然に防ぐ
ため、道路パトロールによる危険箇所を
発見することで、安全な道路空間を保持
します。

　道路パトロールによる危険箇所
を早期発見し、緊急的な修繕を行
います。

一部改善

道路施設の老朽化により維持管理・更
新費用の増大が見込まれるなかで、全
ての道路利用者が、安心安全に道路を
利用するためにも、地域住民等の意
見、気象条件、沿道の土地利用状況等
の種々の要因に応じて道路状況を精査
し、維持・管理経費の削減に努める必
要があります。

一部改善

今後道路を適切に管理していくた
めには、生活道路として必要が無
くなったものや道路機能としの役
割が終了しているものについて、
適宜見直しを行いながら、限りあ
る予算の中で効率よく管理してい
く事が求められています。

運休している境島村渡船について、道路本
来の目的である生活道路としての利用は終
了しています。さらに、台風被害を受けた
施設を再開するためには多大な復旧費用等
が必要となることから、境島村渡船管理事
業の廃止を行っていきたい。

211 建築指導課
木造住宅耐震診断
事業

　安心安全なまちづくりの推進を目的と
して、伊勢崎市耐震改修促進計画に基づ
き、木造住宅の地震に対する建築物の安
全性の確保・向上を図るため、昭和56年
以前の木造住宅を対象に耐震診断を行い
ます。

　木造住宅耐震診断の申請者に対
して、群馬県建築士事務所協会に
耐震診断士の派遣を委託し、市内
の木造住宅の耐震診断を行いま
す。

一部改善
今までの事業の方向性を変えずに、事
務のやり方等の改善を検討します。

一部改善
より効果的な評価となるよう改善
の検討をすること。

ダイレクトメールを送付したことにより、
耐震診断件数が増加した。引き続きダイレ
クトメールの送付、無料住宅相談会や回覧
板による耐震化を促す取り組みを実施し、
安心安全な暮らしに対応できるよう検討し
ていきます。
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289 議事調査課
議会インターネッ
ト中継配信事業

　インターネット中継を通じて、迅速で
タイムリーな市政情報を市民に提供する
ことにより、開かれた議会を目指し、市
民の議会への関心を高めるとともに、議
会の活性化に寄与することを目的としま
す。

　映像配信サービスを利用して、
議場で行われる本会議の生中継及
び録画映像の配信を行います。

一部改善

令和３年度のシステム改修により音
響・映像の質の向上が見込まれる。今
後、契約や運用方法の見直しを実施
し、より効率的で効果的な事業実施を
図る必要があるものと考えられる。

一部改善

現在、議会及び議員が「市民に開
かれた議会」を目指し、さまざま
な検討を行っている。本事業にお
いても、より多くの市民が議会へ
の関心を高めることのできる事業
とするため、業務の効率化や精度
の向上などの改善が必要であると
考えられる。

会議録検索システム管理事業と統合を図る
ことで経費及び業務の効率化に努めるとと
もに、「市民に開かれた議会」の実現のた
めに、効果的な事業運営を目指していきた
い。

290 議事調査課
議会会議録検索シ
ステム管理運営事
業

　ホームページ上での会議録の検索を容
易にすることにより、市民の議会への関
心を高めるとともに議員の議会活動のさ
らなる支援を目的とします。

　会議録検索システムを利用し
て、会議録の閲覧及び検索を可能
にします。

一部改善

市民のみならず、執行当局をはじめと
する関係者にとっても有効な事業であ
り、今後求められる「市民に開かれた
議会」を目指し、必要な改善を行って
いく必要があると考えられる。

一部改善

現在、議会及び議員が「市民に開
かれた議会」を目指し、さまざま
な検討を行っている中で、本事業
も、さらなる効率化と利便性の向
上を図る改善が必要であると考え
られる。

インターネット中継配信事業と統合を図る
ことで経費及び業務の効率化に努めるとと
もに、「市民に開かれた議会」の実現のた
めに、効果的な事業運営を目指していきた
い。
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